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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
表

紙 

  （⾚枠を部分を修正） 表

紙 

   

  

扉  （⾚枠を部分を削除） 扉   

  
ま

え

が

き 

上から

10 ⾏⽬ 

 

 

 

 

 また、⾜場の組⽴て等の作業では、・・・ 

 

 平成 27 年９⽉ 

ま

え

が

き 

上から

10 ⾏⽬ 

 また、令和５年３⽉には、①⼀側⾜場の使

⽤範囲の明確化、②⾜場点検時の点検者の指

名、③⾜場の組⽴て後等の点検者の⽒名の記

録、保存が義務化されました。 

 ⾜場の組⽴て等の作業では、・・・ 

 

 令和５年 12 ⽉ 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

第 6 章 （⾚枠を部分を修正） ⽬

次 

第 6 章  

 
 

15 下から

2 ⾏⽬ 

 安全荷重 200kg に対し、安全率は約５倍の

1,000kg である。材質はアルミ合⾦製で軽量

のため、運搬・取り付け、取り外しが⼀⼈で

短時間に⾏える。 

15 下から

2 ⾏⽬ 

 材質はアルミ合⾦製で軽量のため、運搬・

取り付け、取り外しが⼀⼈で短時間に⾏える。 

31 図 1-34 （図の変更） 31 図 1-34  

 

 

47 下から 

3 ⾏⽬ 

 ⾵荷重に対する⾜場の強度等は、1999 年に

（⼀社）仮設⼯業会から発⾏された「⾵荷重

に対する⾜場の安全技術指針」に記載されて

いるので、詳細については同指針を参照され

たい。 

47 下から 

3 ⾏⽬ 

 ⾵荷重に対する⾜場の強度等は、（⼀社）仮

設⼯業会から発⾏された「改訂 ⾵荷重に対

する⾜場の安全技術指針」に記載されている

ので、詳細については同指針を参照されたい。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
69 表 2-13 （⾚枠を部分を修正） 69 表 2-13  

 
 

73 表 2-14 （⾚枠を部分を修正） 73 表 2-14  
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
78 表 2-18 （⾚枠を部分を修正） 78 表 2-18  

  
99 N0.8 

表内 

 ウ 階段の蹴上は 30 ㎝以下、踏⾯⼨法は

18 ㎝以上とする。 

99 N0.8 

表内 

 ウ 階段の蹴上げ⾼さは、⾜場先⾏⼯法ガ

イドラインは「30cm以下」、（⼀社）仮設

⼯業会の仮設機材認定基準では「35cm以

下」となっている。 

105 N0.9 

表内 

③ 階段の蹴上は 30 ㎝以下、踏⾯は 18 ㎝以

上とする。 

105 N0.9 

表内 

③ 階段の蹴上げ⾼さは、⾜場先⾏⼯法ガイ

ドラインは「30cm以下」、（⼀社）仮設⼯業

会の仮設機材認定基準では「35cm以下」と

なっている。 

  また、踏⾯の⼤きさ（奥⾏）は、⾜場先

⾏⼯法ガイドラインは「20cm 以上」、（⼀

社）仮設⼯業会の仮設機材認定基準では

「18cm以上」となっている。 
112 N0.8 

表内 

① 階段は、原則として踏⾯ 20 ㎝以上、蹴上

の⾼さ 30 ㎝以下とし、⼿すり、中桟を設置

する。（⾜場先⾏⼯法ガイドラインより） 

 

112 N0.8 

表内 

① 階段の蹴上げ⾼さは、⾜場先⾏⼯法ガイ

ドラインは「30cm以下」、（⼀社）仮設⼯業

会の仮設機材認定基準では「35cm以下」と

なっている。 

  また、踏⾯の⼤きさ（奥⾏）は、⾜場先

⾏⼯法ガイドラインは「20cm 以上」、（⼀

社）仮設⼯業会の仮設機材認定基準では

「18cm以上」となっている。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
114 図 2-70 （⾚枠を部分を修正） 114 図 2-70  

  

134 2 ⾏⽬ １．⾜場ごとの墜落防⽌措置（平成 21.6.1施

⾏） 

134 2 ⾏⽬ １．⾜場ごとの墜落防⽌措置 

138 1 ⾏⽬ ２．労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令

（平成 27.7.1施⾏） 

138 1 ⾏⽬ ２．労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令

（平成 27.3.5公布） 

144 上から 

2 ⾏⽬ 

 （「⾜場からの墜落・転落災害防⽌総合対策

推進要綱の改正について」別添：平成 27 年５

⽉ 20 ⽇基安発 0520 第１号 P-286 参照） 

144 上から 

2 ⾏⽬ 

 （「⾜場からの墜落・転落災害防⽌総合対策

推進要綱の改正について」別添：令和５年３

⽉ 14 ⽇基安発 0314 第２号 P-277 参照） 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
145 上から 

6 ⾏⽬ 

３）⾜場等の安全点検の確実な実施 

 

 ⾜場等の点検に当たっては、⾜場等の種

類等に応じたチェックリストを作成し、そ

れに基づき点検を⾏うこと。⾜場ごとの点

検表（例）は、「第２章第６節３．各種⾜場

の組⽴て等の保守管理（点検表）」を参照の

こと。 

145 上から 

6 ⾏⽬ 

３）⾜場等の安全点検の確実な実施 

 ⑴ チェックリストに基づく点検 

 ⾜場等の点検に当たっては、⾜場等の

種類等に応じたチェックリストを作成

し、それに基づき点検を⾏うこと。⾜場ご

との点検表（例）は、「第２章第６節３．

各種⾜場の組⽴て後等の保守管理（点検

表）P.149」を参照のこと。 

 ⑵ 点検者の指名 

  ① ⾜場等の組⽴て・変更時等の点検者

については、⾜場の組⽴て等作業主任

者であって、⾜場の組⽴て等作業主任

者能⼒向上教育を受講している者等、

⼗分な知識・経験を有する者から指名

する。 

  ② 作業開始前の点検は、職⻑等当該⾜

場を使⽤する労働者の責任者から指

名する。 

147 上から 

6 ⾏⽬ 

 ⑷ ⼿すり、中桟等の⾜場⽤墜落防⽌設備

の取り外し及び脱落の有無 

147 上から 

6 ⾏⽬ 

 ⑷ ⾜場⽤墜落防⽌設備の取り外し及び脱

落の有無 

148 囲み⽂ 

1 ⾏⽬ 

⾜場の点検時には点検者の指名が必要になる 

 

 

点検者について 

事業者⼜は注⽂者が⾏う⾜場の組⽴て、⼀部

解体⼜は⼀部変更の後の点検は、・・・ 

  

点検者の記録、保存 

点検を⾏ったときは、点検の結果、・・・ 

148 囲み⽂ 

1 ⾏⽬ 

⾜場の点検時には点検者の指名等が必要とな

る 

 

点検者について 

事業者⼜は注⽂者が⾏う⾜場の組⽴て、⼀部

解体⼜は⼀部変更の後等の点検は、・・・ 

 

点検者の記録、保存 

⾜場の組⽴て後等の点検を⾏ったときは、・・・ 

150 表 2-22

① 

（⾚枠部分を変更） 150 表 2-22

① 

 

  

152 下から 

2 ⾏⽬ 

 建設業労働災害防⽌協会においては、「施⼯

管理者等のための⾜場点検実務研修」を実施

しており、これを受けた者は⼗分な知識・経

験を有する者に挙げられる。 

152 下から 

2 ⾏⽬ 

 建設業労働災害防⽌協会においては、「施⼯

管理者等のための⾜場点検実務者研修」を実

施しており、これを受けた者は⼗分な知識・

経験を有する者に挙げられる。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
155 表 2-24

① 

（⾚枠部分を変更） 155 表 2-24

① 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
156 表 2-24

② 

（⾚枠部分を変更） 156 表 2-24

② 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
159 表 2-26

① 

（⾚枠部分を変更） 159 表 2-26

① 

  

  
161 表 2-27

① 

（⾚枠部分を変更） 161 表 2-27

① 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

    



 
 

10 
 
 

（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
165 表 2-29

② 

（⾚枠部分を削除） 165 表 2-29

② 

  

  

166 図 2-

108 

（⾚枠を部分を修正） 166 図 2-

108 

 

  
167 表 2-30

① 

（⾚枠部分を変更） 167 表 2-30

① 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
168 表 2-30

② 

（⾚枠部分を変更） 168 表 2-30

② 

  

  

169 表 2-31 

 

（⾚枠部分を変更） 169 表 2-31   

  

173 下から

1 ⾏⽬ 

① 作業者に対し、作業場所、作業内容、作

業⼯程及び作業⼿順（作業⼿順書）をでき

るだけ組⽴図等を⽤いて説明し、作業を⾏

うときの不安全な作業になりやすい点につ

いて、注意事項を指⽰する。 

173 下から

1 ⾏⽬ 

① 作業者に対し、作業場所、作業内容、作

業⼯程及び作業⼿順（作業⼿順書）をでき

るだけ組⽴図等を⽤いて説明し、安全に作

業を⾏うにあたっての注意事項を指⽰す

る。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
176 上から 

4 ⾏⽬ 

  イ ⾜場部材をブロック化し、上げ、下

ろしするときは⾶来落下の危険性が

⾼いので、つり下げ⽤の治具を適切に

使⽤する。 

 ⑦ 作業者の不安全⾏動等の監視 

   作業者の不安全⾏動、作業⽤設備の不

安全状態、作業⽅法の誤り等の発⾒に努

め、不適切な場合にはその場で直させる。 

 

 ⑧ 夜間作業を⾏わなければならない場合

の安全管理事項 

   作業に必要な照度を確保するため、照

明器具の必要数量と配置⽅法を事前に考

慮しておく。また、開⼝部等が確認できる

ように照明⽅法についても注意する。 

⑸ 変更作業を⾏うときの措置 

 ① 作業主任者は、設計、施⼯の計画の変

更等により、⾜場及び付帯設備の模様替

えが必要となった場合、職⻑及び⼯事責

任者と現場等において変更計画を打ち合

せる。 

 ② 本体⼯事の進⾏に伴い、⾜場の組⽴て

等の作業計画の変更が必要になったとき

は、すみやかに⼯事責任者に計画変更の

内容の承認を受ける。 

 ③ ⾜場の組⽴て等の作業者に、その計画

の変更内容を連絡し、現場等において作

業⽅法を指⽰する。 

 ④ 安全作業打合せ等で、他職種の⼯事関

係者にその計画の変更内容を連絡し、他

職種の作業者への周知を要請する。 

176 上から 

4 ⾏⽬ 

  イ ⾜場部材の上げ下ろしでは、交差筋

かい、単管パイプ等の抜け落ちやすい

部材については、部材ごとに結束し、

また、⼩物類は、つり袋等を⽤いる。 

 ⑦ 作業者の不安全⾏動等の監視 

   作業者の不安全⾏動、作業⽤設備の不

安全状態、作業⽅法の誤り等の発⾒に努

め、不適切な場合にはその場で是正指⽰

する。 

 ⑧ 夜間作業を⾏わなければならない場合

の安全管理事項 

   作業に必要な照度を確保するため、照

明器具の必要数量と配置⽅法を事前に検

討しておく。また、開⼝部等が確認できる

ように照明⽅法についても注意する。 

⑸ 変更作業を⾏うときの措置 

  ① 作業主任者は、設計、施⼯の計画の

変更等により、⾜場及び付帯設備の盛替

えが必要となった場合、職⻑及び⼯事責

任者と現場等において変更計画を打ち

合せる。 

  ② 本体⼯事の進⾏に伴い、⾜場の組⽴

て等の作業計画の変更が必要になった

ときは、すみやかに⼯事責任者に計画変

更の内容について承認を受ける。 

  ③ ⾜場の組⽴て等の作業者に、その計

画の変更内容を連絡し、現場等において

作業⽅法を指⽰する。 

  ④ 安全作業打合せ等で、他職種の⼯事

関係者に作業計画の変更内容を連絡し、

他職種の作業者への周知を要請する。 

176 下から 

2 ⾏⽬ 

 平成 27 年７⽉施⾏の労働安全衛⽣規則の

⼀部改正により、作業主任者の選任の対象で

ない 2m 以上〜5m 未満の構造の⾜場の組⽴

て、解体⼜は変更の作業において、事業者は

次の措置を講じなければならない。 

176 下から 

2 ⾏⽬ 

 作業主任者の選任の対象でない 2m以上〜

5m 未満の構造の⾜場の組⽴て、解体⼜は変

更の作業において、事業者は次の措置を講じ

なければならない。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
178 上から

5 ⾏⽬ 

 安全施⼯サイクルは、現場の作業⾏程（毎

⽇・毎週・毎⽉・随時）の中に、それぞれに

対応した施⼯管理と安全衛⽣管理を組み込ん

で、施⼯と安全の⼀体的な推進を図るもので

あり、安全に、良く、早く、安く、しかも無

事故・無災害で⼯事を完成させることを⽬的

としている。 

178 上から

5 ⾏⽬ 

 安全施⼯サイクルは、現場の作業⾏程（毎

⽇・毎週・毎⽉・随時）の中に、それぞれに

対応した施⼯管理と安全衛⽣管理を組み込ん

で、施⼯と安全の⼀体的な推進を図るもので

あり、安全に、良い物を、適正な⼯期、適正

な価格で、⼯事を完成させることを⽬的とし

ている。 

178 図 3-7 （⾚枠を部分を修正） 178 図 3-7  
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
180 表 3-1 （⾚枠を部分を修正） 180 表 3-1  

  

187 表 3-5 （⾚枠を部分を修正） 187 表 3-5  
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
188 表 3-7 （⾚枠を部分を修正） 188 表 3-7  

  

190 表 3-9 （⾚枠を部分を修正） 190 表 3-9  

  

190 図 3-11 （⾚枠を部分を修正） 190 図 3-11  
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
194 図 3-13 （⾚枠を部分を修正） 194 図 3-13  

  

195 表 3-11 （⾚枠を部分を修正） 

以下表 3-12（200ページまで同じ） 

195 表 3-11  

 

  

206 上から

2 ⾏⽬ 

１．健康⾃⼰チェックの実践 

  作業主任者はもとより、作業員は常に良

好な⼼⾝の状態で作業に取り組めるよう、

⽇頃から⾃分⾃⾝の健康に注意を払う習慣

を⾝につけることが⼤切である。 

  そのためには、健康診断を受けるととも

に、⽇々の⽣活全般を通して、⾃分の健康

状態を⾃分で点検する健康⾃⼰チェックが

重要である。 

  健康⾃⼰チェックのポイントは、「睡眠」

「⾷欲」「便通」「⽣活習慣」を観察するこ

とであり、これが⾃分⾃⾝の健康状態の最

もわかりやすい指標である。これらを⽇常

的にチェックすることで、疾病発⾒のきっ

かけとなったり、定期健康診断の際の貴重

な情報源となる。 

206 上から

2 ⾏⽬ 

１．健康 KYの実践 

  作業主任者はもとより、作業員は常に良

好な⼼⾝の状態で作業に取り組めるよう、

⽇頃から⾃分⾃⾝の健康に注意を払う習慣

を⾝につけることが⼤切である。 

  そのためには、健康診断を受けるととも

に、⽇々の⽣活全般を通して、⾃分の健康

状態を⾃分で点検する健康 KY が重要であ

る。 

  健康 KY のポイントは、「睡眠」「⾷欲」

「⾝体（体調）」等をチェックすることであ

り、これが⾃分⾃⾝の健康状態の確認とな

る。これらを⽇常的にチェックすることで、

疾病発⾒のきっかけとなったり、定期健康

診断の際の貴重な情報源となる。 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
221 図 5-2 （⾚枠を部分を修正） 221 図 5-2  

  

237 図 5-8 （⾚枠を部分を修正） 237 図 5-8  

  
241 様式-3 （⾚枠を部分を修正） 241 様式-3  

  

258 下から 

3 ⾏⽬ 

第 561条の 2（本⾜場の使⽤）  258 下から 

3 ⾏⽬ 

第 561条の 2（本⾜場の使⽤） ※［施⾏⽇ 

令和６年４⽉１⽇］ 

274 1 ⾏⽬ ２．労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令

の施⾏について 

274 1 ⾏⽬ ２．⾜場からの墜落・転落災害防⽌の充実に

係る労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令

の施⾏について 
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（旧版） 改訂 5 版（令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇） （新版） 改訂 6 版（令和 6 年 1 ⽉ 10 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
274 

〜

285 

2 ⾏⽬ 

以降 

基発 0331 第 9 号 

平成 27 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

（右記の基発に全⽂差し替え） 

274 

〜

276 

2 ⾏⽬ 

以降 

基発 0314 第 2 号 

令和 5 年 3 ⽉ 14 ⽇ 

287 上から

5 ⾏⽬ 

 なお、関係事業者団体には別添のとおり要

請していることを申し添える。 

278 上から

5 ⾏⽬ 

 なお、関係事業者団体には別添（省略）の

とおり要請していることを申し添える。 

294 上から

12 ⾏⽬ 

第４ 各主体における留意事項 285 上から

13 ⾏⽬ 

第３ 各主体における留意事項 

297 下から 

1 ⾏⽬ 

 ⑶ 作業開始前の点検は職⻑等当該⾜場を

使⽤する労働者の責任者から指名するこ

と。 

288 下から 

1 ⾏⽬ 

 ⑶ 作業開始前の点検は職⻑等当該⾜場を

使⽤する労働者の責任者から指名するこ

と。 

 

  ⾜場等の種類別点検チェックリスト  

―（     ）⾜場⽤― 

  （以下省略） 

 

298 1 ⾏⽬ ４．⾜場の組⽴て等業務に係る特別教育規程 

 安全衛⽣特別教育規程（昭和 47 年労働省

告⽰第 92 号）（抄） 

289 1 ⾏⽬ ４．安全衛⽣特別教育規程（昭和 47 年労働省

告⽰第 92 号）（抄） 

 


